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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

このメールマガジンは、購読を希望された方、広域関東圏知的財産戦略本部関 

係者、知的財産に関係する企業・機関のご担当者、パテントソリューション 

フェアに出展申込された方、ご来場頂いた方に配信しております。 
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【 目 次 】 

 

１,『知的資産経営評価融資セミナー』の開催について 

  （☆お申込み者多数のため、会場を変更しました） 

２,「知的財産権制度説明会（初心者向け）」のご案内 

３, 大学における「知的財産管理体制構築支援セミナー」のご案内 

４, 中国・台湾での我が国地名の第三者による 

商標出願問題への総合的支援策について（進捗状況の報告） 

５,『地域団体商標２００９』発刊についてのご案内 

６,「無料特許相談会」（（財）神奈川科学技術アカデミー開催）のご案内（再掲） 

７,「インターネット出願説明会」開催のご案内 

８,「平成２１年度パテントコンテスト」開催のご案内 

９，『知財ビジネスマッチングフェア２００９』 

出展者募集（近畿経済産業局）について（再掲） 

１０,【経済危機対策】中小・小規模企業支援策について 

 

 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□■ １,『知的資産経営評価融資セミナー』の開催について 

□■   （☆お申込み者多数のため、会場を変更しました） 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

関東経済産業局では、企業の保有する強みの源泉である人的資産、組織資産、関 

係資産などの知的資産を評価した融資の考え方に関する手引書『知的資産経営評 

価融資の秘訣』が公表されたことに伴い、金融機関、支援機関、中小企業の支援 

に携わる方々を対象としたセミナーを企画いたしました。 

本手引書の活用方法を、ケーススタディも交え分かりやすく解説いたします。企 

業の実態掌握に向けた目利き力の理解をさらに深めるためにも、多数の方のご参 

加をお待ちしております。 

 

日 時：７月８日（水）１４時００分～１６時００分（開場１３時３０分） 

場 所：さいたま新都心合同庁舎１号館 ５－１会議室（５階） 

対 象：地域金融機関、中小企業支援機関、中小企業の支援に携わる方々等 

参加費：無料 

主 催：経済産業省、特許庁、関東経済産業局、広域関東圏知的財産戦略本部 

 

※お申込み方法等、詳細はこちらをご覧下さい 

http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/tokkyo/20090602chitekishisan_seminar.

html  

 

※『知的資産経営評価融資の秘訣』はこちらのページ下部に掲載されています 

http://www.kanto-chizai.com/
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/tokkyo/20090602chitekishisan_seminar.html
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/tokkyo/20090602chitekishisan_seminar.html


http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/guideline.html  

 

 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□■ ２,「知的財産権制度説明会（初心者向け）」のご案内 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

知的財産権について「これから学びたい」、「興味がある」方、また「企業等の知 

財部門に配属された」方を対象にした、知的財産権に関する『初心者向け説明 

会』を全国で開催いたします。 

この説明会では特許庁の産業財産権専門官が、特許・実用新案・意匠・商標権制 

度の概要を中心に、産業財産権に関連する支援策等についてもわかりやすく紹介 

いたします。 

知財の実務に携わるベテランの方も、自己の知識の再確認・取りまとめの機会と 

して是非ご利用ください。 

 

開催時間：各会場１３時３０分～１７時００分（１３時００分～受付開始） 

参加費：無料（事前申込制・各会場とも定員になり次第申込みを締切ります。） 

主 催：特許庁・各経済産業局／内閣府沖縄総合事務局 

実施業者・お問い合わせ先： 

トムソン・ロイター・プロフェッショナル株式会社 

「知的財産権制度説明会（初心者向け）」事務局 

メール：jpo.sem@thomsonreuters.com 

ＦＡＸ：東京本社 ０３－３４３２－４９５０ 

電 話：東京本社 ０３－５７３３－６１２０ 

 

【管内の７月開催日程及び会場】 

７月 ８日（水） 山梨（ベルクラシック甲府） 定員：１００名 

７月１６日（木） 千葉（千葉商工会議所）   定員：１５０名 

７月２４日（金） 栃木（栃木県教育会館）   定員：１００名 

７月３１日（金） 埼玉（ＪＡ共済会館埼玉）  定員：３００名 

８月 ３日（月） 長野（メルパルク長野）   定員：１５０名 

８月 ４日（火） 東京（代々木ビジネスセンタープラザ館）定員：３００名 

８月 ５日（水） 群馬（ビエント高崎問屋街センター）定員：１２０名 

８月 ６日（木） 神奈川（かながわ労働プラザ）定員：４００名 

 

注）７月４日及び２１日開催分（東京会場）については、満員となりました。 

 

※お申込み等、詳細はこちらをご覧下さい 

http://www.thomsonbrandy.jp/Document/JPOS 

 

※その他の日程・会場等はこちらをご覧下さい 

http://www.brandy.co.jp/Document/JPOSlist 

 

 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□■ ３, 大学における「知的財産管理体制構築支援セミナー」のご案内 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

（独）工業所有権情報・研修館では、大学における知的財産管理体制の構築を支 

援する大学知的財産アドバイザー派遣事業を実施しており、事業の一環として、 

大学知的財産アドバイザーを派遣していない大学において、知的財産管理体制の 

構築を目指す大学を対象に、大学知的財産アドバイザーを講師とした「知的財産 

管理体制構築支援セミナー」を実施いたします。 

http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/guideline.html
mailto:jpo.sem@thomsonreuters.com
http://www.thomsonbrandy.jp/Document/JPOS
http://www.brandy.co.jp/Document/JPOSlist


セミナーをご希望の大学は、開催要領をご覧の上、お申し込みください。  

 

【開催要領】 

対象大学（２０大学程度）： 

・大学の知的財産管理体制を構築中又は計画中の大学であること 

・文部科学省の大学知的財産本部整備事業、並びに特許庁及び当館の大学知的 

財産アドバイザー派遣事業に選定されていないこと 

対象者 ：応募先大学における知的財産管理体制の構築に携わる知財管理実務者、 

研究者等 

開催時期：平成２１年９月～１２月 

会場等 ：応募先大学構内、セミナー形式 

講 師 ：（独）工業所有権情報・研修館 大学知的財産アドバイザー 

テーマ ：応募先大学の知的財産管理体制構築上の主な課題。 

費 用 ：無料 

 

※お申込み方法等、詳細はこちらをご覧下さい 

http://www.inpit.go.jp/jinzai/acseminar/index.html 

 

 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□■ ４,中国・台湾での我が国地名の第三者による 

□■       商標出願問題への総合的支援策について（進捗状況の報告） 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

中国・台湾において我が国の地名や地域ブランド等が第三者によって出願され、 

商標登録がされている問題に対し、特許庁は、昨年６月４日「中国・台湾での我 

が国地名の第三者による商標出願問題への総合的支援策」を公表し、この問題の 

解決に向けて支援策を展開してきました。 

その結果、中国において第三者が商標出願していた「奈良」や「鹿児島」等の 

８つの県名について、商標当局が拒絶の決定を下すなど、特許庁による取組の効 

果が確実に現れてきています。特許庁としては、引き続き実態の把握・分析に努 

めるとともに、各自治体に対する支援及び中国政府等への働きかけを行っていき 

ます。 

 

※発表資料について、詳細はこちらをご覧下さい 

http://www.meti.go.jp/press/20090629001/20090629001.html 

 

 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□■ ５,『地域団体商標２００９』発刊についてのご案内 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

地域ブランドの保護・振興のため、平成１８年４月に導入した「地域団体商標制 

度」は、平成２０年４月～平成２１年３月末までの間に新たに５４件の登録が追 

加され、４２５件が登録されました。特許庁では、同制度の一層の普及と活用を 

促進するため、登録された地域団体商標について、その商標が使用されている商 

品・サービスの特徴、写真、権利取得前後の活用事例等を掲載した冊子「地域団 

体商標２００９」を発刊しました。 

 

地域団体商標制度とは、「地名＋商品名」からなる地域ブランドが商標権を得るた 

めの基準を緩和し、事業協同組合や農業協同組合等の団体が商標を使用すること 

により、一定範囲の周知度を得た段階で地域団体商標として早期に権利取得する 

ことを可能とした制度です。 

また、今回は、地域団体商標の権利取得後のブランド展開、ブランド管理の事例 

http://www.inpit.go.jp/jinzai/acseminar/index.html
http://www.meti.go.jp/press/20090629001/20090629001.html


等を、「地域団体商標活用事例」として掲載しています。 

 

『地域団体商標２００９』詳細及びダウンロードについてはこちらをご覧下さい 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/tiikibrand.htm 

 

 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□■ ６,「無料特許相談会」（（財）神奈川科学技術アカデミー開催）のご案内 

□■                             （再掲） 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

主に神奈川県内の中小企業の方々を対象に、専門家による特許相談を無料で受け 

付けます。 

特に、特許権侵害訴訟等の係争において重要な防御策となりうる先使用権制度に 

関するご質問や、「相当の対価」を巡る訴訟頻発を受けて平成１６年に改正された 

職務発明制度についてのご相談は、ぜひこの機会にご利用ください。 

 

日 時：７月９日（木）１３時００分～１７時００分 

場 所：（財）神奈川科学技術アカデミー 知的所有権センター 

    （かながわサイエンスパーク西棟２階 KAST 情報プラザ） 

料 金：無料 

主 催：（財）神奈川科学技術アカデミー、特許庁、関東経済産業局、広域関東圏 

    知的財産戦略本部、神奈川県 

 

※お申込み方法等、詳細はこちらをご覧下さい 

http://www.newkast.or.jp/event/event_090709.html 

 

 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□■ ７,「インターネット出願説明会」開催のご案内 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

（独）工業所有権情報・研修館では、平成２２年４月からのインターネット出願 

一本化に向けて円滑にインターネット出願に移行していただくための説明会（全 

国４７都道府県５１回）を、開催いたします。 

インターネット出願へ移行する際の注意事項について、ＩＮＰＩＴ職員が説明い 

たしますので、この機会に是非ご参加ください。 

 

講義時間及び内容：各会場とも同じ 

●１３時３０分～１５時３０分 

   インターネット出願の概要・事前準備について（新規にインターネット出 

願を始められる方も含みます） 

 ●１５時４５分～１６時３０分 

   パソコン出願ソフト３のデータ移行について 

   質疑応答 

参加費：無料 

主 催：（独）工業所有権情報・研修館 

 

【管内８月分の開催スケジュール】 

８月 ３日（月） 於：静岡県  静岡商工会議所会館 （定員：５０名） 

８月２４日（月） 於：群馬県  高崎商工会議所   （定員：５０名） 

８月２５日（火） 於：新潟県  新潟市生涯学習センター（定員：５０名） 

 

注）７月１３日の東京開催分は、満員となりました。 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/tiikibrand.htm
http://www.newkast.or.jp/event/event_090709.html


 

※お申込み方法等、詳細はこちらをご覧下さい 

http://www.inpit.go.jp/pcinfo/news/news_200906.html 

 

 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□■ ８,「平成２１年度パテントコンテスト」開催のご案内 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

パテントコンテストは、高校生、高等専門学校生及び大学等の学生の皆さんの知 

的財産マインドを育てると共に、知的財産権制度の理解を促進することを目的に 

開催されます。 

皆さんから応募いただいた発明の中から優れたものは表彰されます。表彰される 

皆さんには、実際に特許庁へ特許出願していただき、特許権の取得を目指すこと 

で、知的財産権制度を実体験することができます。なお、特許出願の際には、弁 

理士のアドバイスを無料で受けることが出来るとともに特許出願に必要な経費 

（特許出願料、審査請求料、特許料（第１～３年分））を主催者側にて負担します。 

是非、ご参加ください。 

 

応募受付期間：７月１日（水）～９月１８日（金）最終日の当日消印有効 

主 催：（独）工業所有権情報・研修館 

 

※お申込み方法等、詳細はこちらをご覧下さい 

http://www.inpit.go.jp/jinzai/contest/21_patent_contest.html 

 

 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□■ ９,『知財ビジネスマッチングフェア２００９』 

□■            出展者募集（近畿経済産業局）について（再掲） 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

『知財ビジネスマッチングフェア２００９』は、近畿知財戦略本部事業の一環と 

して、知的財産をベースにしたビジネスに関する産・学・官の交流の場を提供す 

ることによって、開放特許等の技術移転の促進、知的財産をもとにしたビジネス 

の活発化等、知的創造サイクルの要素でもある「活用」面における様々なビジネ 

スの発展と、新たな技術開発、新規事業の創出に貢献することを目的に開催する 

ものです。 

会期は【１０月２１日（水）・２２日（木）】の二日間です。 

 

基本出展料：無料（但し、基本設備以外の自己装飾工事・設備費や追加電気代、 

      インターネット接続・電話代、搬入・搬出費用等は出店者負担と 

      なります。 

募集対象：日本国内に事業所を有する企業・大学・研究機関・支援機関等 

     （企業・事業所の規模、所在地に関係なくお申込みいただけます。） 

     「新技術等紹介ゾーン」については、主要な展示技術・サービスに関 

して、特許等の知的財産権を有することが条件です（出願中でも可）。 

申込期限：７月２４日（金）必着（郵便で期限までにご送付下さい。） 

主 催 ：特許庁、近畿経済産業局、近畿知財戦略本部 

郵送先 ：〒５４０－００３１ 

     大阪市中央区北浜東２－１６  

日刊工業新聞社 大阪支社イベント事務局 

     TEL ０６－６９４６－３３８４ 

 

※お申込み方法等、詳細はこちらをご覧下さい 

http://www.inpit.go.jp/pcinfo/news/news_200906.html
http://www.inpit.go.jp/jinzai/contest/21_patent_contest.html


公式サイト http://www.chizaifair.jp/ 

 

 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□■ １０,【経済危機対策】中小・小規模企業支援策について 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

平成２１年４月１０日に「経済危機対策」に関する政府・与党会議、経済対策閣 

僚会議合同会議において「経済危機対策」が決定されました。 

 

本対策は、「短期的な危機」（「底割れ」のリスク）と「構造的な危機」（世界経 

済の「大調整」への対応）という「２つの危機」を克服するため、１)国民一体 

となった対応、２)経済局面に応じた対応、３)多年度を視野に入れた包括的な 

対応を基本方針として、政策展開を行うこととしております。 

 

具体的には、１．緊急的な対策－「底割れ」の回避として雇用、金融対策を、 

２．成長戦略－未来への投資として、３つのプロジェクト（「低炭素革命」、 

「健康長寿・子育て」、「底力発揮・２１世紀型インフラ整備」）のうち、特に 

緊急に実施すべき施策を実行することとしております。 

 

※詳細については、こちらをご覧下さい 

http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chusho/20090415keizaikikitaisaku.html  

 

※「安心実現のための緊急総合対策」、「生活対策」における中小企業対策 

（主として緊急保証制度）についてはこちらをご覧下さい 

http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chusho/kinyuu/20081114seikatsutaisaku

.html 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

○● その他のイベント･セミナー情報についてはこちら ●○ 

    http://www.kanto-chizai.com/cal/index.cgi  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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